
鳥羽志摩中学校体育連盟規約 
 

                          第一章    名称及び事務所 

第１条   本連盟は、鳥羽志摩中学校体育連盟と称する。 

第２条  本連盟の事務局を理事長勤務の学校に置く。 

 

                          第二章    目     的 

第３条 本連盟は、鳥羽志摩中学校における学校体育の健全な発達と高潔なスポーツマンシップの高 

揚を図り、もって中学校教育の充実と発展に寄与することを目的とする。 

 

                          第三章    組     織 

第４条 本連盟は、鳥羽市内及び志摩市内の中学校をもって組織する。 

 

                          第四章    事     業 

第５条 本連盟は、第３条の目的達成のために次の事業を行う。 

      （１）中学校生徒の各種体育大会の開催 

      （２）中学校体育に関する研究の推進 

      （３）その他本連盟の目的達成に必要な事業 

 

                          第五章    役     員 

第６条 本連盟に次の役員を置く。 

会   長   １名 

副 会 長   １名 

理 事 長   １名 

副理事長   １名 

書   記  １名 

会   計   １名 

監   事   ２名 

  ２ 前項に定めるものの他、顧問を置くことができる。 

 

第７条  会長及び副会長は、鳥羽市、志摩市それぞれの中学校長会において 1 名ずつ推挙し、 

両校長会の代表にて協議し決定する。 

  ２ 会長は、本連盟を代表し、これを統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 

第８条  理事長、副理事長、書記および会計は、理事の互選により選出する。ただし、前年度役員会 

において推挙され、新年度の役員会・理事会にて承認をえるものとする。 

   

第９条  理事は、各校代表１名ずつとし、理事会を組織する。 

 

第 10 条 監事は、鳥羽市、志摩市それぞれの教頭会から 1 名ずつを選出し、会計を監査する。 

 

第 11 条 顧問は、会長が推挙するものとし、重要な事項に関し会長の諮問に応ずる｡ 

 

第 12 条 役員の任期は、１ケ年とし再任を妨げない。補員、又は増員によって就任した役員の任期 

は前任者、又は他の役員の残任期間とする。役員は任期が満了しても後任者が就任する 

まではその職務を行うものとする。 

 

         第六章   会     議 

第 13 条 本連盟の会議は、総会、役員会、理事会、専門部会及び専門部長会とし、必要に応じて会長 

が招集する。 

 

第 14 条 総会は、校長、役員、顧問及び理事をもって構成し、次の事項を審議決定する。 

     （１）予算及び決算 

     （２）事業計画及び事業報告 

     （３）規約の改定 

     （４）その他重要な事項 

 

 



第 15 条 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、書記及び会計で構成し、重要事項を審議する。 

この場合において役員会は校長会及び教育委員会事務局との連携を密にするものとする。 

 

第 16 条 理事会は、役員及び理事とで構成し、本会の規定した事項及び総会又は役員会から委任され 

た事項を審議し、又は執行する。 

 

第 17 条 専門部会は、各校部活動顧問をもって構成し、理事会と緊密な連携を保ちながら 

次の事項を行う。 

（１） 大会運営とその実行予算の立案 

     （２） 直接大会運営 

     （３） ルールその他専門的研究 

 

第 18 条 専門部は、専門部員の互選により専門部長を選出する。 

 

第 19 条 専門部長会は、役員及び専門部長で構成し、会長の諮問に応じる。 

 

第 20 条 本連盟の会議は、すべて構成員の過半数（委任状を含む。）の出席によって成立する。 

 

第 21 条 本連盟の会議の議事は、出席者（委任状を含む。）の過半数でこれを決し、可否同数の時は、 

会長の決するところによる。 

 

             第七章   会     計 

第 22 条 本連盟の経理は、次に掲げるものをもって充当する。 

     （１）負担金  各市より  

     （２）補助金 

     （３）寄付金 

     （４）その他 

 

第 23 条 負担金の拠出方法や額については、役員会、理事会において審議し、校長会を通じて 

市や学校へ要望し、各市、各学校が決定する。 

 

第 24 条 本連盟の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

               付     則 

 ・この規約は鳥羽市志摩市の学校統合に併せて、平成 25 年度から協議したもので、 

平成２６年３月１３日に制定したものを平成２６年４月１日から実施する。 

 

 ・この規約は、平成２７年３月１２日に改定し、平成２７年４月１日より施行する。 

 

運営細則  

〔Ⅰ〕 専 門 部 

（１）専門部長の人数は、鳥羽志摩で１名とし、副部長、書記及び会計を置くことができる。 

ただし、必要に応じ、鳥羽、志摩に各１名ずつ専門部長を置くこともできる。 

 

  （２）専門部には次の各専門委員会をおく。 

       軟式野球 ソフトボール バレーボール バスケットボール 卓球 

       サッカー ソフトテニス バドミントン 剣道 柔道 相撲 陸上競技 

   

〔Ⅱ〕 研 究 部 

  （１）研究部員は、鳥羽、志摩から１名ずつ選出する。 

  （２）県中体連の研究部会に出席をする。 

 


